
日吉台学区まちづくり推進委員会規約 

 

（名称） 

第１条 この委員会は，日吉台学区まちづくり推進委員会（以下「委員会」という）と称

し事務局を日吉台交流館におく。 

（目的） 

第２条 この委員会は，住民主体の地域づくりに向けて，協働のまちづくりを推進するこ

とを目的とする。 

（事業） 

第３条 この委員会は，前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１）地域課題に取り組む事業 

（２）地域の活性化に向けた事業 

（３）コミュニティの育成に取り組む事業 

（４）その他，目的を達成するために必要と認める事業 

（構成） 

第４条 この委員会は，別表１に定める各種団体・機関の代表者及び学識経験者等をもっ 

 て構成する。 

 ２ この委員会の事業を円滑に実施する機関として，次の部会を設置する。 

（１）総務部 

（２）福祉部 

（３）安心・安全部 

（４）地域交流部 

（５）コミュニティ・環境部 

３ 部会の分担事業・構成団体は別表２に定め，事業によっては部会で協議し横断的な 

 取り組みをする。 

（役員） 

第５条 この委員会に委員長１名，副委員長若干名，事務局長１名，会計１名，書記２名，

監査２名，参与・理事若干名・部会長若干名・副部会長若干名を置くことができる。 

（役員の選任） 

第６条 役員は委員会において選任する。 

 ２ 監査は，他の役員を兼ねることができない。 

（役員の職務） 

第７条 委員長は，この委員会を代表し，会務を総括する。 

２ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長事故あるときはその職務を代行する。 

３ 事務局長は，この委員会の事務を総括する。 

４  会計・書記は，この委員会の会計及び庶務を担当する。 

５ 監査は，この委員会の会計を監査する。 

６  参与・理事は，会務を処理する。 

７ 部会長は，部会を統括し部会の運営にあたる。 

８ 副部会長は，部会長を補佐し，部会長事故あるときはその職務を代行する。 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。 

 ２ 補欠により選任された役員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 



 

（会議） 

第９条 総会及び委員会の会議は委員長が招集し，次の事項を審議する。 

（１）規約の改正 

（２）役員の選出 

（３）予算及び事業計画 

（４）決算及び事業報告 

（５）その他，必要な事項 

第１０条 総会及び委員会の会議の議長は，委員長が選任しこれに充たる。 

（会議の定足数） 

第 11 条 総会及び委員会の会議は，委員の２分の１以上の出席がなければ，開会するこ

とができない。 

（会議の議決） 

第１２条 総会及び委員会の議事は，この規約に定めるもののほか，出席した委員の過半

数をもって決し，可否同数のときは，委員長の決するところによる。 

（会議の書面表決等） 

第１３条 止むを得ない理由のため委員会に出席できない委員は，書面をもって表決し，

又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。 

 ２ 書面表決又は表決委任をした委員は，その会議に出席したものとみなす。 

（会議の概要の作成及び公表） 

第１４条 委員会の議事については，次の事項を記載した会議の概要を作成する。 

（１）日時及び場所 

（２）委員等の現在数及び出席者数（書面表決者及び表決委任者を含む。） 

（３）議決事項及びその結果 

２ 委員会が行う事業の計画・報告並びに予算・決算については，広報紙等で広く地域

住民に公表する。 

（会計） 

第１５条 この委員会の経費は，補助金，寄付金及びその他の収入をもってあてる。 

（会計帳簿の整備） 

第１６条 この委員会は，地域住民が閲覧できるよう会計に関する帳簿を整備する。  

（事業年度） 

第１７条 委員会の事業年度は，毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（規約の変更） 

第１８条 この規約は，委員会において議決を得なければ，変更することはできない。 

（雑則） 

第１９条 この規約に定めるもののほか，必要な事項は委員長が定める。 

   

附則 

   この規約は，２００６年（平成１８年）３月１０日から施行する。 

   この規約は，２００７年（平成１９年）３月２７日から施行する。 

   この規約は，２０１１年（平成２３年）５月１４日から施行する。 

   この規約は，２０１７年（平成２９年）４月２４日から施行する。 

この規約は，２０２３年（令和５年） ４月１日から施行する。 

この規約は，２０２４年（令和６年） ４月２４日から施行する。 

 



（別表１）第４条関係 

日吉台学区まちづくり推進委員会構成団体 

   （１）日吉台学区町内会連合会 

   （２）日吉台学区福祉を高める会 

   （３）日吉台学区体育会 

   （４）日吉台学区老人クラブ連合会 

   （５）日吉台学区行政職員の会 

   （６）日吉台学区人権啓発推進協議会 

   （７）各町内会女性部 

   （８）日吉台学区公衆衛生推進委員会 

   （９）日吉台学区子ども会育成協議会 

 （１０）日吉台学区青少年育成員協議会 

 （１１）日吉台学区防火協会 

 （１２）日吉台学区交通安全自治会 

 （１３）日吉台学区民生・児童委員 

 （１４）日吉台学区防犯組合 

 （１５）日吉台学区明るい選挙推進協議会 

 （１６）日吉台学区ボランティアの会 

 （１７）福山市消防団春日分団 

 （１８）日吉台学区自主防災協議会 

 （１９）培遠中学校 

 （２０）培遠中学校 PTA 

 （２１）日吉台小学校 

 （２２）日吉台小学校 PTA 

 （２３）春日こども園 

 （２４）たんぽぽ保育園 

 （２５）日吉台交流館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


